
　「障害者週間」は、国民が障がい者の福祉について関心と理解を深めるとともに、あらゆる分野の活動におい
て障がいのある人の参加を促進することを目的としています。
　市では、障がいの有無によって分け隔てられることなく、誰もが地域の中で生き生きと自分らしく暮らしてい
けるまちづくりを進めています。

　全ての国民が障がいの有無に関係なく、共生する社会の実現に向けて、障がいのある人に対する「合理的
配慮の提供」などについて定めた法律です。（平成28年４月１日施行）
　行政機関や事業者に対して「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」を義務付けています。

※差別を受けたり、合理的配慮の提供を拒まれたりした場合は、福祉サービス課に相談してください。

●合理的配慮の提供とは
　障がいのある人から、社会の中にあるバリア
（障壁）を取り除くために何らかの対応を必要と
しているとの意思が伝えられたときに、負担が
重過ぎない範囲で対応することをいいます。

国際シンボルマーク
障がいのある人が利用できる建物・
施設を示す、世界共通のシンボル
マークです。

国際シンボルマーク
目が不自由な人が利用できる建物・
施設であることを示す、世界共通
のシンボルマークです。

ハート・プラスマーク
身体内部（心臓やじん臓など）に
障がいがある人が着用しています。

福岡県ヘルプカード（ヘルプマーク）
障がいのある人など、支援や配慮を必要とし
ている人が、周囲に助けを必要としているこ
とを知らせるために持っているカードです。

オストメイトマーク
人工肛門・ぼうこうを増設している
人が利用できるトイレを示します。

身体障がい者マーク
車に表示するもので、運転者が肢
体不自由であることを示します。

聴覚障がい者マーク
車に表示するもので、運転者が聴
覚障がいであることを示します。

●合理的配慮となる一例
◇車いすのままでも利用しやすいように物の配
置などを工夫する。
◇視覚に障がいのある人が移動する際に補助をする。
◇聴覚に障がいのある人とは、筆談などで情報
をやりとりする。

知っていますか　障害者週間(12月３日～９日)

障害者差別解消法

障がいのある人に関するさまざまなマーク

●問い合わせ先　福祉サービス課障がい福祉担当　　☎（580)1852　　（573)8083

他にもたくさん
マークや表示が
あるじょ～！

【アドバイス】
◆「簡単な作業で稼げるという副業に応募したとこ
ろ、高額報酬を得るにはまず振り込みをするよう
に指示され、その後もさまざまな理由で振り込み
をさせられたが、高額報酬は得られなかった」な
どの相談が増加しています。「簡単に稼げる」「借
金してもすぐに返せる」といった話をうのみにし
ないようにしましょう。

◆どのような作業を行うのか、利益が出る仕組みと
はどのようなものかなどを自分で調べて、よく分
からなければ契約しないようにしましょう。

◆借金してまで契約するべきか慎重に検討してくだ
さい。

【アドバイス】
◆SNSで「低価格であることを強調する広告を見て、
１回だけ、お試しのつもりで商品を注文したら、
実は定期購入で、２回目以降は高価格になる定期
購入だった」などの相談が依然として数多く寄せ
られています。
◆商品を注文する前に、「最終確認画面」で定期購入
が条件になっていないか、支払総額がいくらにな
るのか、解約の際の連絡手段、返品特約や解約条
件など、細部までよく確認することが重要です。
◆最終確認画面は、スクリーンショットで保存して
おきましょう。

悪質商法の被害に遭わないために
　安い・無料・絶対もうかるなどの甘い言葉に惑わされず、それが本当
に必要なものか、適正な価格なのかを考えたり調べたりしましょう。
　巧妙に作られた偽メールやサイトは真偽の見極めが非常に困難です。
少しでも不審に思ったり、判断がつかなかったりする場合は、一人で悩
まず、消費生活センターに相談しましょう。

●消費生活相談（予約不要）
◇市消費生活センター（市役所新館４階）
　平日　午前９時半～正午・午後１時～４時半　☎（580)1968
◇消費者庁消費者ホットライン
　土・日曜日、祝日　　　☎188（局番なし）

●問い合わせ先
生活安全課生活安全担当　☎（580)1897

12月は
福岡県悪質商法
撲滅月間です

あなたの身近に　こんなトラブル、ありませんか

年代別 相談件数
20歳未満
20代
30代
40代
50代
60代
70歳以上
その他・不明

合計

4
59
68
99
184
164
324
39
941

前年度比
±0
-14
-2
-31
+13
+36
+37
-3
+36

市消費生活センターの相談件数
（令和６年度）

ＳＮＳ広告による
定期購入トラブルに注意！

「スキマ時間に稼げる」とうたう
副業トラブルに注意！
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